
  福島県内で発生した10万Bq/kg以下の指定廃棄物等については、既存の管理型処
分場を活用して、速やかに埋立処分を実施します。  
  本事業を実施するに当たっては、2013年12月に福島県に対して、中間貯蔵施設と

併せて受入要請を行ったのち、地元の富岡町及び楢葉町や議会、住民への説明を行っ
てきました。  
  その後、2015年12月に福島県及び富岡町・楢葉町から、事業の実施を容認いただ

き、2016年４月には既存の管理型処分場を国有化するとともに、同年６月には、国
と県及び２町の間で安全協定を締結しました。これ以降、必要な準備工事等を進め、
2017年11月に施設への廃棄物の搬入を開始しました。さらに、2018年８月に運営
を開始した特定廃棄物埋立情報館「リプルンふくしま」を通じた積極的な情報発信に
努めています。  
  放射性物質に汚染された廃棄物の着実な処理のため、今後も安全確保を大前提とし

て適切に事業を進めるとともに、地元住民の皆様との更なる信頼関係の構築に努めて
いきます。     
  

  本資料への収録日：2016年１月18日  
  改訂日：2020年３月31日 
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